
議会案第１号 

 

白河市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

白河市議会委員会条例（平成１７年白河市条例第１９１号）の一部を次のように改正する。 

第２３条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会教育長」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則

第２条第１項の場合においては、この条例による改正後の第２３条の規定は適用せず、この条例によ

る改正前の第２３条の規定は、なおその効力を有する。 

 

  平成２７年３月１９日提出 

 

理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（以下、「改正法」という。）

により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等が改正されたことに伴い、条例の改正を行う。 

教育委員長が廃止され、（旧）教育長と（旧）教育委員長の役割が統合した（新）教育長が、教

育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することとされた（改正後の法律第１３条第１項）こ

とに伴い、「委員長」を「教育長」とする。 

 

附則について 

  施行期日は、改正法の施行期日（平成２７年４月１日）と同日とする。 

法改正に伴う経過措置として、現教育長は教育委員としての任期中に限りなお従前の例により在

職するとされており（改正法附則第２条第１項）、現白河市教育委員会教育長は委員としての任期

（平成３０年３月３１日）まで改正前の教育長として在職する。 

 その場合、上記に係る部分について法改正の適用を受けないとされるため（改正法附則第２条第

２項及び第９条）、必要な経過措置を設けることとする。 


